
窓口支援事例 【長野県 知財総合支援窓口】 

企業情報 

株式会社日東ボタン（加沢工場） 
タイトル エコブランドを目指した商標登録の支援 

所在地 長野県東御市 

ホームページ URL http://www.nitto-button.co.jp/mobile/ 

設立年 １９４９年 業 種 製造業 

従業員数 150 人 資本金 ２，０００万円 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 弊社はフォーマル、カジュアルな衣類等様々なお客様のニーズに対応

できる高品質なボタンを提供するために、ボタンの素材、色彩・模様・

文字形成の技術を常に探求しています。 

 スコッチ・ボタン、ユニコン・ボタン、デジタル・ボタンは弊社の代

表的なブランドで、様々なボタンを用意しています。 

国内での一貫生産により、お客様の様々なニーズに対応できるボタン

をタイムリーに提供いたします。 

 弊社は、ボタンメーカーとして創立以来一貫して日本および世界のフ

ァッション・ニーズに満足頂けるような最高品質のボタンを企画・製

造・販売して参りました。今後も創業以来の、『日本の感性を世界に』

という信念のもと『メイド・イン・ジャパン』にこだわり、 

１．独自のデザイン開発  

２．卓越した技術による最高品質の追求 

３．最善の顧客サービス  

をめざしてまいります。 

 弊社の一押し商品は、新たに開発した地球環境

に配慮した「バガスボタン」です。バガスとは、

サトウキビから糖分を絞った後の繊維成分です。

ボタンの素材の一部にバガスを使用することに

より、資源の再利用、木質パルプを使用しないた

め森林保護となり、地球環境に配慮した「バガス

ボタン」をお客様に提供します。 

 弊社の様々なブランドボタンに、新たなエコブ

ランドとしての「バガスボタン」を追加すること

により、地球環境に配慮したボタンを使いたいと

いうお客さまの選択枝を増やします。 

企業概要 

自社の強み 

一押し商品 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

知財総合支援窓口活用のポイント

 開発したエコボタンをどのように保護するかについて相談を受け、専門家も含めたアドバイスに基づ

き検討頂き、今回は商標により保護することとしました。 

商標の選定及び商標を活用したブランド化について、専門家と共にアドバイスし、開発したエコボタ

ンを「バガスボタン」として文字のみと、図形と文字の組合せの商標を出願することとしました。 

出願は同社で行う意向でしたので、商標出願の書式的支援を行い、幸いにも商標登録 2 件を達成する

ことができました。 

 以前から、商標権によるブランド化の重要性は認識されていましたが、開発した製品の名称を商標登

録しブランド化するプロセスについて改めて体験して頂き、商標の重要性を認識頂けたと思います。 

今後は、ボタンを作る技術の特許権、ボタンのイメージを高める商標権、その他の知的財産を活用しな

がら同社のボタンのファンを増やすために、都度、当知財総合支援窓口、専門家を活用して頂きたいと

思います。バガスを素材として使用したボタンは世界初であり、地球環境に配慮したエコボタンである

「バガスボタン」の商標登録を活用し、ブランド化を目指して市場への投入を開始されました。 

 開発製品を保護するためには、知的財産の活用が欠かせません。しかし、知的財産を具体的にどのよ

うに使えば良いかは、知的財産に関する専門知識が必要です。 

そういったとき、知財総合支援窓口に相談すれば知財の悩みは解消されます。是非、ご利用下さい。

窓口担当者から一言 （氏名：山崎 雅彦） 

 同社は顧客の様々なニーズに対応するため、素材、模様、デザインの形成についての技

術開発に熱心に取り組んでいます。その開発の成果を保護し、更に積極的に顧客に発信し

ていく上で、商標、特許等の知的財産の活用は不可欠です。更なる技術開発を進めること

を期待しています。 

その後の相談概要 

窓口を活用して変わったところ 

これから窓口を活用する企業へのメッセージ 

最初の相談概要 

窓口活用のきっかけ 

 同社では地球環境に配慮したボタンの開発を目指し評価した結果、バガスを素材の一部に使用したボ

タンが、品質的にも優れるため、バガスを使用したエコボタンを市場投入したい意向でした。 

市場投入前に、開発品を知的財産で保護することが必要ではないかという課題に直面されていました。

そこで、以前から支援をしていた、当長野県知財総合支援窓口に相談を頂きました。 


